
 

 

 

 

デイサービスセンターなのはな苑ふくおか 

【通所介護・予防専門型通所介護】 
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重 要 事 項 説 明 書 

（通所介護・予防専門型通所サービス） 

 

当事業所は、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要 

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

１ 事業者 

事業所の名称 社会福祉法人 明 翠 会 

法人所在地 岡崎市福岡町字四反田２６番地 

法人種別 社会福祉法人 

代表者氏名 理事長 太 田 健 介 

電話番号 （０５６４）５７－８１５０ 

FAX番号 （０５６４）５１－０２０１ 

 

２ 事業所の概要 

事業所の種類 通所介護・予防専門型通所 

介護保険事業所番号 第２３７２１００６５７号（平成１２年２月２９日） 

第２３７２１００６５７号（平成１８年４月１日） 

事業の目的 予防専門型・通所介護の適正な運営を維持する為に人員及び

管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員

及び介護員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態又

は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護を提

供することを目的とする。 

事業所の名称 デイサービスセンター なのはな苑 ふくおか 

事業所の住所 岡崎市福岡町字四反田２６番地 

電話番号 （０５６４）５７－８０８６ 

管理者 猪口 てる美 

事業所の運営方針 別紙パンフレットをご参照ください。 

開設年月日 平成１１年８月 1日 

通常の事業の実施地

域 

岡崎市・額田郡幸田町 

休業日及び営業時間 日曜日 年末年始（１２月３１日～１月３日） 

受付時間        ８時３０分～１７時１５分 

サービス提供時間    ９時２０分～１６時３０分 

利用定員 ４０人 



３ 職員の配置状況 

※ 職員の配置については、指定基準を尊守しております。 

職    種 サービス提供時間中の職員 指定基準 

管理者 １名（兼務） １名 

生活相談員 ２名以上（兼任） １名 

介護職員 ６名以上（専従・兼務） 下記※参照 

看護職員 ２名以上（兼任） １名 

機能訓練指導員 １名以上（兼任） １名 

栄養士 １名（兼務） １名 

                                                               

※ 介護職員の配置基準は、利用者様１５名まで職員１名、20 名まで２名、25 人まで３

名、30名まで４名、35名まで５名、40名まで６名となっております。 

職員の勤務体制 

職   種 勤  務  体  制 

生活相談員 勤務時間   7時 45分～18時 00分 

介護職員（常勤職員） 

看護職員（常勤職員） 

 

 

 

早番     ７時 15分～17時 30分 

日勤①    7時 45分～18時 00分 

日勤②    ８時 15分～17時 15分 

半日勤務   7時 45分～12時 00分 

半日勤務   13時 45分～18時 00分 

介護職員（非常勤職員） 勤務時間   ８時 00分～17時 15分 

看護職員（非常勤職員） １日勤務   ９時 00分～16時 30分 

半日勤務   ９時 00分～13時 00分 

半日勤務   12時 30分～16時 30分 

 

４ 当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）介護保険給付サービス 

種別 内容 利用料 

食事  管理栄養士の立てる献立表により、栄

養と利用者様の身体状況に配慮したバラ

エティに富んだ食事を提供するため、上

下膳の介助、個別の食事介助・見守りを

行います。（ただし、食材費・調理費用は

対象外です。） 

（食事時間） 

昼食 12時 00分～13時 00分 

介護報酬の告示の額 

（その利用料の額は、介護報酬告示上

の額もしくは岡崎市介護予防・日常

生活支援総合事業における第１号

事業に要する費用の額の算定に関

する基準要綱別表２に記載された

額とし、当該事業が法定代理受領サ

ービスであるときは、利用者の介護



排泄 利用者様の状況に応じて適切な排泄介

助を行うとともに、排泄の自立について

も 

適切な援助を行います。 

保険負担割合証に記載された割合

に応じた額とする。） 

 

入浴 一般浴・安心浴・機械浴を設置し、利用

者様に適した方法で入浴を行います。（清

拭の場合、入浴加算はいただきません。） 

 

機能訓練 機能訓練指導員により、利用者様の心

身の状態に応じて日常生活を送るのに必

要な機能の回復又はその減退を防止する

ための訓練を実施します。 

（当施設の保有する器具） 

歩行器 車椅子 平行棒 肋木 階段 

自転車漕ぎ イージーウォーク 

 

送迎 ご自宅まで送迎サービスを行います。  

 

（２）介護保険給付外サービス 

種類 内容 利用料 

食費 食材費及び調理費として申し受けます。 ５９０円 

事業実施

区域外の

送迎費用 

 

通常の事業実施区域外の地域にお住まい

の方で、当事業所のサービスを利用され

る場合は、お住まいと事業所の間の送迎

費用をご負担いただきます。 

片道 10km未満の地域２００円 

片道 10km以上の地域４００円 

実費をご負担いただきます。 

レクリエ

ーション 

利用者様の希望によりレクリエーション

やクラブ活動にご参加いただけます。 

事業所内で実施するレクリエー

ションの材料費は基本的に無料

ですが、内容によって実費負担を

いただく場合があります。 

おむつ代 当事業所のおむつ又はパッドをご使用の

場合は実費相当額をいただきます。 

ご持参の場合は無料です。 

おむつ     １５０円 

リハビリパンツ １５０円 

パット      ５０円 

 

※ 法令の改正、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由があるときは相当な額に

変更することがあります。その場合変更する内容と事由について変更の１ヶ月前 

（原則として）までにご説明します。 

 

※ お支払い方法は、次のとおりです。 

（１）ご請求  ご利用月末日締め切り翌月 15日までに請求書を送付いたします。 

（２）お支払  ご利用月の翌月 25日に口座振替または口座振込みにてお支払い    

ただきます。 



※ 利用料金は別紙の利用料金表参照。 

※ ご利用の中止、変更、追加 

ご利用予定日の前に、利用者様の都合により、通所介護・予防専門型通所サービスの

利用を中止または変更できます。変更等の場合は、担当ケアマネージャーにご確認く

ださい。 

 

５ 緊急時の対応 

  利用者様の状態急変、その他緊急事態が生じた場合は、ご家族様または緊急連絡先に

ご連絡をするとともに主治医への連絡または救急搬送等の措置を速やかに行います。ま

た、事故が発生した場合はご家族様、行政に対しての報告を行うなど必要な措置を行い、

賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。 

 

６ 苦情申立先 

  事業者は、利用者様からの相談、苦情等に対し下記の通り窓口を設置し、通所介護・ 

予防専門型通所介護に関する利用者様の要望、苦情等に、迅速に対応します。 

 

苦情解決責任者 苑長 丸本 健二 

窓口担当者   生活相談員 猪口てる美 

第三者委員   監事 杉山直人   評議員 小野 敏幸 

御利用時間   毎日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

御利用方法   電話 （０５６４）５７－８０８６      

面接  随時  

        意見箱 １階エントランスに設置 

苦情解決手順  ①窓口担当者による苦情の受付 ⇒ ②苦情解決責任者への苦情内容報 

告及び第三者委員（利用者様から拒否のある場合を除く）へ苦情内容の 

報告 ⇒ ③利用者様の立場を配慮し慎重に事実内容の確認 ⇒ ④事 

実確認後、解決責任者と解決策の検討、対応策の決定 ⇒ ⑤利用者様 

に対応方法を含めた結果内容の報告 ⇒ ⑥必要に応じてその他苦情受 

付機関の紹介 

 

行政機関その他苦情受付機関 

○ なのはな苑 地域包括支援センター 

  〒４４４－０８２５  岡崎市福岡町字四反田２６番地 

  ＴＥＬ（０５６４）５７－８０８７   ＦＡＸ（０５６４）５７－８０９９ 

 

○ 岡崎市役所 介護保険課 

  〒４４４－８６０１  岡崎市十王町２丁目９番地（福祉会館１階） 

  ＴＥＬ（０５６４）２３－６６８２   ＦＡＸ（０５６４）２３－６５２０ 



○ 愛知県国民健康保険団体連合会 

  愛知県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情調査係 

〒４６１－８５３２  名古屋市名東区泉１丁目６番地５号 

  ＴＥＬ（０５２）９７１―４１６５   ＦＡＸ（０５２）９６２－８８７０ 

 

第三者評価の実施 

実施の有無      あり ・ なし 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

 

７ 非常災害時の対策 

  災害発生に備え定期的な防災訓練を実施します。災害発生時は事業所の災害時対応マ

ニュアルに沿って対応します。万が一のため災害時用の非常食及び飲料水を３日分備蓄

しています。 

 

８ 高齢者虐待防止・身体拘束廃止の為の措置 

  （１）虐待防止 

利用者様の人権擁護・虐待防止のために下記の通り必要な措置を講じます。 

① 研修・勉強会を通じ、職員の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。 

② 個別の通所介護・予防専門型通所介護計画を作成し、適切な支援を行います。 

③ 職員により虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合、速やかに市へ報 

告します。 

④ 職員が悩みや苦労を相談できる体制等、働きやすい職場環境の整備を行います。 

 

  （２）身体拘束 

利用者様に対し身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。ただし、 

利用者様の生命又は身体に危険がある場合等緊急やむを得ない場合は、次の通り対 

応します。 

① 緊急やむを得ない場合に該当するのか、スタッフ会議及びリスクマネジメント 

委員会で検討します。 

② 緊急やむを得ないと判断した場合は、家族等へその内容、目的、理由、拘束の

期間等を詳細に説明し、同意を得たうえで行います。 

③ 拘束の期間は、利用者の日々の心身状態を観察し、記録します。 

④ 拘束の期間が終了したときやその要件に該当しなくなった場合は、速やかにス

タッフ会議・リスクマネジメント委員会で検討し、身体拘束等を解除します。 

 



私は、本書面に基づいて社会福祉法人明翠会デイサービスセンターなのはな苑ふくおかの

職員（職名 生活相談員 氏名 猪口てる美 ）から上記説明を受けたことを確認します。 

 

令和   年   月   日 

 

 

利用者    住所                                  

 

       氏名                              

 

 

署名代行者  住所                              

            

       氏名                            ㊞ 

 

       本人との間柄                          

 

私は、下記の理由により利用者に代わり前記署名をいたしました。 

私は、本人の意思を確認しました。 

               

署名を代行した理由 

 

  

  

 

 

2024年 6月 24日改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


